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◆
日
時　

８
月
16
日
㈪

　
　
　
　
　

10
時
〜
16
時

◆
場
所　

役
場
本
庁
舎
相
談
室

◆
相
談
弁
護
士　
國
田
武
ニ
郎
弁
護
士

　
　
（
堀
松
出
身
・
名
古
屋
市
在
住
）

◆
相
談
時
間　

１
人
30
分（
要
予
約
）

◆
募
集
定
員　

８
人
（
予
定
）
初
め

て
の
人
を
優
先
し
ま
す
。

※
定
員
に
な
り
次
第
締
切
り
と
し
ま

す
。

※
申
込
用
紙
は
本
庁
住
民
課
と
富
来

支
所
総
合
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

問
住
民
課　

☎
32-

９
１
２
１

　

IP 

８-

32-

９
１
２
１

無
料
法
律
相
談
を
開
催
し
ま
す

　

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
相
談
に
応

じ
て
い
ま
す
。
く
ら
し
の
こ
と
、
子

ど
も
の
こ
と
、
貸
付
金
の
こ
と
、
就

職
の
こ
と
な
ど
、
ど
ん
な
こ
と
で
も

お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

８
月
26
日
㈭
10
時
〜
15
時

　
　
　
　

※
毎
月
第
４
木
曜
日　

◆
場
所　

役
場
本
庁
舎
相
談
室

問
子
育
て
支
援
課 

　

☎
32-

９
１
２
２

　

IP 

８-

32-

９
１
２
２　

　

児
童
虐
待
の
数
は
年
々
増
え
続
け

て
い
ま
す
。
石
川
県
内
の
児
童
相
談

所
に
お
い
て
も
昨
年
度
に
受
け
た
児

童
虐
待
の
相
談
件
数
も
過
去
最
多
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

子
育
て
が
不
安
に
な
っ
た
と
き
、

ま
ず
は
保
健
セ
ン
タ
ー
や
保
育
園
、

学
校
、
地
域
の
民
生
児
童
委
員
や
医

療
機
関
な
ど
に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ

う
。

　

も
し
や
虐
待
で
は
と
疑
い
を
も
っ

た
と
き
に
は
、
児
童
相
談
所
や
役
場

子
育
て
支
援
課
へ
相
談
（
通
告
）
し

ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
社
会
を
つ
く

る
ひ
と
り
ひ
と
り
の
義
務
で
す
。

問
七
尾
児
童
相
談
所

　

☎
０
７
６
７-

53-

０
８
１
１

　

志
賀
町
子
育
て
支
援
課

　

☎
32-

９
１
２
２

　

IP  

８-

32-

９
１
２
２

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
相
談

七
尾
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

母
子
自
立
支
援
相
談

志
賀
町
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
だ
よ
り

〜
子
ど
も
へ
の
虐
待
が
増
え
て
い
ま
す
〜

◆
日
時　

８
月
11
日
㈬

　
　
　
　
　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

◆
場
所　

役
場
本
庁
舎
11
会
議
室

問
健
康
福
祉
課　

☎
32-

９
１
３
１

　

IP  

８-

32-

９
１
３
１

障
害
者
福
祉
総
合
相
談
に
つ
い
て

聴
覚
障
害
者
の
皆
さ
ん
へ

◆
日
時　

８
月
18
日
㈬

　
　
　
　
　

14
時
〜
15
時
30
分

◆
場
所　

富
来
活
性
化
セ
ン
タ
ー

◆
日
時　

毎
週
木
曜
日　
（
祝
・
祭

日
は
除
く
）　

13
時
30
分
〜
16
時

◆
場
所　

七
尾
駅
前
パ
ト
リ
ア

　
　
　
　

５
階
フ
ォ
ー
ラ
ム
七
尾

◆
相
談
料　

30
分
以
内
５
千
円

※
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合

は
相
談
無
料
で
す
。

　

①
ク
レ
サ
ラ
相
談

　

②
負
担
が
困
難
な
人
で
法
律
扶
助

資
力
基
準
に
該
当
す
る
人

※
相
談
希
望
者
は
相
談
日
前
日
の
17

時
ま
で
に
金
沢
弁
護
士
会
（
☎

０
７
６‒

２
２
１‒

０
２
４
２
）
へ
電
話

予
約
し
て
く
だ
さ
い（
先
着
５
人
）。

・町県民税第２期
・国民健康保険税２期
・後期高齢者保険料第５期
・介護保険第２期の納期限は
　８月31日（火）です。

手
話
通
訳
者
の
設
置
日
の
お
知
ら
せ

　

皆
さ
ん
の
ご
相
談
、
行
政
手
続
き

な
ど
に
対
応
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ

お
気
軽
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

設
置
日
時
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
健
康
福
祉
課
窓
口

※
第
１
・
第
２
・
第
３
・
第
４(

火
曜
日)

 

10
時
〜
正
午
（
８
／
３
・
10
・
17
・
24
）

※
第
１
・
第
２(

木
曜
日)

　

10
時
〜
正
午（
８
／
５
･
12
）

※
第
３
・
第
４(

木
曜
日)

　

14
時
〜
16
時（
８
／
19
･
26
）

◆
富
来
支
所
総
合
窓
口

※
第
１
・
第
３(

水
曜
日)

　

14
時
〜
16
時（
８
／
４
・
18
）

　

総
合
相
談
所
を
町
内
２
カ
所
で
開

設
し
ま
す
。
ど
ち
ら
の
地
域
で
も
相

談
で
き
ま
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。
※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

◆
相
談
員　

行
政
相
談
員
、
人
権
擁

護
委
員
、
民
生
・
児
童
委
員
、
司
法

書
士
、法
務
局
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

〈
志
賀
地
域
〉

◆
日
時　

８
月
11
日
㈬
10
時
〜
15
時

◆
場
所　

志
賀
町
文
化
ホ
ー
ル
２
階

問
志
賀
町
社
会
福
祉
協
議
会
志
賀
支
所

　
　

☎
32-

１
３
６
３

　

〈
富
来
地
域
〉

◆
日
時　

８
月
10
日
㈫
10
時
〜
15
時

◆
場
所　

富
来
行
政
セ
ン
タ
ー
２
階

問
志
賀
町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
42-

２
５
４
５

総
合
相
談(

無
料)

県
政
学
習
バ
ス
（
個
人
）

参
加
者
の
募
集

◆
対　

象　

七
尾
市
、
羽
咋
市
、
羽

咋
郡
、
鹿
島
郡
に
住
む
成
人
男
女

◆
運
行
日　

日
帰
り
（
４
回
）

「
お
子
さ
ん
の
写
真
を
大
募
集
！
」

　

志
賀
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
９

月
26
日
㈰
に
健
康
フ
ェ
ア
を
開
催
し

ま
す
。
そ
こ
で
お
子
さ
ん
の
写
真
を

募
集
し
展
示
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

応
募
く
だ
さ
い
。

　

応
募
し
て
い
た
だ
い
た
写
真
は
、

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
２
Ｌ
版
に
引

き
伸
ば
し
、
健
康
フ
ェ
ア
と
文
化
祭

に
展
示
後
お
返
し
し
ま
す
。

◆
応
募
方
法　

ネ
ガ
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ

メ
モ
リ
な
ど
を
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

メ
ー
ル
で
応
募
も
で
き
ま
す
。

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

hoken-center@
tow
n.shika.lg.jp

◆
応
募
締
切　

８
月
27
日
㈮

問
志
賀
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎
32-

０
３
３
９

　

IP
８-

32-

０
３
３
９

問
商
工
観
光
課　

☎
32-

９
３
４
１

　

IP  

８-

32-

９
３
４
１

応募待ってま～しゅ
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◆
内
容　

手
話
に
興
味
の
あ
る
人
、

ま
た
は
少
し
経
験
は
あ
る
が
最
初

か
ら
勉
強
し
て
み
た
い
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
に
興
味
が
あ
る
と
い

う
人
を
対
象
に
開
催
し
ま
す
。

◆
日
時　

８
月
20
日
〜
10
月
８
日　

　
　
　
　

毎
週
金
曜
日

　

19
時
30
分
〜
21
時
（
全
８
回
）

◆
場
所　

志
賀
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

◆
定
員　

20
　

人
（
先
着
順
）

問
志
賀
町
社
会
福
祉
協
議
会
・
ボ
ラ

　

ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

　

☎
32-

１
３
６
３

　

℻ 

32-

３
２
７
７

　歯周病は歯を失う原因の第一位です。「歯の生活習慣
病」とも呼ばれ、上手に予防すれば、年を取ってからも
自分の歯で食べることができます。今年度は個別歯科検
診を実施します。ぜひこの機会に検診を受けて、口腔内
の健康状態をチェックしておきましょう。

対　象　者　平成23年３月31日までに、40歳・50歳・60歳・
　　　　　70歳をむかえる人（ただし、歯科医院で治療
　　　　　管理中でない人）
受診期間　平成22年８月１日から９月30日
実施医療機関　町内歯科医療機関
内　　容　問診および口腔内検診
費　　用　無料
そ　の　他　個別に案内された受診券と問診票を持参し、
　　　　　電話予約の上受診してください
お問い合わせ先　志賀町保健福祉センター　　☎32-0339

個別歯科検診を受けましょう個別歯科検診を受けましょう

初
級
手
話
講
座

石
川
県
警
察
官
募
集

地域包括支援センターからのお知らせ地域包括支援センターからのお知らせ

　いつまでも元気でいきいきと暮らしてい
くためには、今のうちから介護予防を始め
ることが大切です。介護予防のための教室
を行いますので、ぜひ参加してください。
日　時　8月 28 日㈯
　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
会　場　やすらぎ荘（福井）☎ 36-1846
内　容　・民謡体操（誰でも知っている民
　　　　謡に合わせて楽しく体操しましょ
　　　　う。曲を聴きながら体を動かすこ
　　　　とで、健康増進・介護予防に役立
　　　　ちます。）
　　　　・介護予防事業や地域包括支援セ
　　　　ンターの紹介

【お問い合わせ】
志賀町健康福祉課（地域包括支援センター）

☎ 32-9132　IP8-32-9132

エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ
教
室

◆
内
容　

料
理
を
と
お
し
て
、
ご
み

を
出
さ
な
い
工
夫
や
出
た
ご
み
の

分
別
の
仕
方
を
学
ぶ

◆
日　

時　

８
月
22
日
㈰
９
時
〜

◆
場　

所　

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

◆
定　

員　

15
人

◆
参
加
費　

１
，
０
０
０
円

◆
持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
箸

◆
講　

師　

室
谷
加
代
子
氏

◆
申
し
込
み　

８
月
５
日
〜
19
日

問
ク
リ
ン
ク
ル
は
く
い

　

☎　
27-

１
１
５
３　

　

℻ 

27-

１
１
５
４

　

石
川
県
警
で
は
警
察
官
を
募
集
し
て

い
ま
す
。募
集
人
員
は
次
の
通
り
で
す
。

◆
人　

員　

警
察
官
Ｂ
（
大
卒
以
外
）

◆
資　

格　

昭
和
54
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
５
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人

◆
受　

付　

８
月
２
日
㈪
〜
31
日
㈫

◆
筆
記
試
験　

９
月
19
日
㈰

◆
体
力
試
験　

９
月
25
日
㈯

花
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

フ
ロ
ー
リ
ィ
の
イ
ベ
ン
ト

　

夏
休
み
の
思
い
出
作
り
や
帰
省
さ

れ
た
ご
家
族
と
フ
ロ
ー
リ
ィ
で
ゆ
っ

く
り
と
過
ご
し
ま
せ
ん
か
？

☆
フ
ロ
ー
リ
ィ
サ
マ
ー
ナ
イ
ト

　

８
月
14
日
㈯
、
８
月
15
㈰

　

19
時
ま
で
延
長
営
業
い
た
し
ま
す
。

　

特
別
企
画
と
し
て
、17
時
以
降
に
『
浴

衣
、
甚
平
』
で
ご
来
館
の
み
な
さ
ん
に

ド
リ
ン
ク
券
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
い
た
し
ま
す
。

☆
フ
ラ
メ
ン
コ
ラ
イ
ブ

　

８
月
14
日
㈯
15
時
〜

　

志
賀
町
高
浜
の
フ
ラ
メ
ン
コ
教
室

「ESTU
D
IO

　

ARTE

」
の
み
な
さ
ん

に
よ
る
フ
ラ
メ
ン
コ
ラ
イ
ブ
で
す
。

☆
サ
マ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

　

８
月
15
日
㈰
14
時
〜

　

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
フ
ル
ー
ト
・
ハ
ー

プ
・
ピ
ア
ノ
・
サ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ン
・

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
・
オ
ー
ボ
エ
に
よ
る

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。

☆
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
の

リ
ー
ス
作
り
教
室

　

８
月
22
日
㈰
13
時
30
分
〜

　

講
師　

フ
ロ
ー
リ
ィ
ス
タ
ッ
フ　

　

参
加
費　

３
，
０
０
０
円

※
予
約
受
付
締
切　

８
月
10
日
㈫

※
予
告
な
し
で
内
容
を
変
更
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問
花
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム　

フ
ロ
ー
リ
ィ

　

☎
０
７
６
７-

32-

８
７
８
７

・
９
月
９
日
㈭
初
秋
の
金
沢
メ
ロ

デ
ィ
コ
ー
ス

・
９
月
17
日
㈮
尾
小
屋
鉱
山
と
木
場

潟
を
訪
ね
る
コ
ー
ス　

・
９
月
26
日
㈰
能
楽
鑑
賞
と
城
下
町

金
沢
コ
ー
ス

・
11
月
２
日
㈫
金
沢
芸
妓
の
舞
堪
能

コ
ー
ス

◆
定　

員　

各
コ
ー
ス
50
人
（
申
し

込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

◆
参
加
費
用　

コ
ー
ス
に
よ
り
異
な

る
◆
募
集
期
間　

８
月
４
日
㈬
〜
25
日
㈬

〈
当
日
消
印
有
効
〉

◆
申
込
方
法　

往
復
は
が
き
で
の
申

し
込
み
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

◆
申
込
先　

〒
９
２
６-

０
８
５
２

　

七
尾
市
小
島
町
二
部
３
３
番
地

　

石
川
県
中
能
登
総
合
事
務
所

　

企
画
振
興
課 

　

☎
０
７
６
７-

52-

６
１
１
３

　

℻
０
７
６
７-

53-

４
２
４
４

問
石
川
県
人
事
委
員
会

　

☎
０
７
６-

２
２
５-

１
８
７
１
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て
ん
と
市

◆
日
時　

８
月
24
日
㈫　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

８
時
30
分
〜
13
時

◆
場
所　

道
の
駅
「
旬
菜
館
」
前

※
皆
さ
ん
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

問
農
林
水
産
課　

☎
32-
９
２
２
１

　

IP
８-

32-

９
２
２
１

志
賀
町
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら

寄
付
の
お
知
ら
せ

◇
米
町
の
嘉
治
純
一
様
か
ら
、
亡
父

政
一
様
の
供
養
と
し
て
社
会
福
祉

向
上
に　

20
万
円

８
月
の
窓
口
延
長
業
務
の

お
知
ら
せ

町
長
談
話
室
の
日
程

◆
日
時　

８
月
４
日
㈬
・
18
日
㈬

　
　
　
　
　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

◆
場
所　

役
場　

本
庁
舎
１
階

◆
日
時　

８
月
11
日
㈬
・
25
日
㈬

　
　
　
　
　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

◆
場
所　

富
来
支
所

※
開
始
時
刻
お
よ
び
終
了
時
刻
は
都

合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

問
総
務
課　

☎
32-

１
１
１
１

　

IP 
８-

32-

１
１
１
１

住
民
票
・
戸
籍
謄
抄
本
・
印
鑑
証
明

な
ど
の
発
行
業
務

８
月
７
日
㈯
・
21
日
㈯
・
28
日
㈯　

９
時
〜
12
時
30
分

※
14
日
㈯
は
窓
口
業
務
を
お
休
み
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

(

注
意)

●
窓
口
延
長
業
務
は
志
賀
町
役
場
本

庁
舎
、
住
民
課
窓
口
で
の
取
り
扱
い

と
な
り
ま
す
。
諸
証
明
発
行
業
務
で

一
部
取
扱
い
で
き
な
い
業
務
も
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
電
話
な
ど
で
確

認
の
上
、窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
住
民
課　

☎
32-

９
１
２
１

　

IP 
８-

32-

９
１
２
１

　

　

◇
百
浦
の
稲
村　

隆
様
か
ら
、
社
会
福

祉
向
上
に
１
万
円

◇
匿
名
の
方
（
３
名
様
）
か
ら
、
社
会

福
祉
向
上
に
計
20
万
５
千
円

赤
十
字
社
員
に
ご
加
入
い
た
だ
き
ま
し
た

　
　
　
　
（
志
賀
町
社
会
福
祉
協
議
会
）

橋
本
佐
和
代
様
（
赤
住
）　

特
別
社
員

岡
野
美
千
子
様
（
赤
住
）　

特
別
社
員

小
林
す
ま
子
様
（
草
木
）　

特
別
社
員

雄
谷
す
み
子
様
（
福
野
）　

特
別
社
員

福
田
眞
喜
子
様
（
大
福
寺
）　

特
別
社
員

寺
尾
杉
太
郎
様
（
福
浦
港
）　

特
別
社
員

山
本　

妙
子
様
（
三
明
）　

特
別
社
員

〈
増
資
〉

岡
田
昭
一
様
（
矢
田
）　

銀
色
有
功
章

児童扶養手当
ひとり親家庭等医療費受給資格

《お問い合わせ》　志賀町とぎ実験農場　☎0767-42-2617

現況届を提出してください

　母子家庭などに支給されている「児童扶養手当」
および「ひとり親家庭等医療費助成制度」の受給資
格のある人は、年１回現況届が必要です。
　この現況届は、今年８月分からの手当を受けるこ
とができるかを調査する大切な届けです。期間中に
手続きをしなかった場合は、支払期日に手当が受け
られなくなります。
　現在資格のある人には、７月末にご案内を送付し
ていますので、必要書類を添付の上、下記まで提出
ください。

　　届出期間　　８月２日～８月３１日
お問い合わせ・提出先　子育て支援課

☎ 32-9122　IP32-9122
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漏
水
し
て
い
た
ら
水
道
料
金
の
減
免
申
請
が
で
き
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
水
道
の
水
漏
れ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
水
道
料
金
の
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
水
漏
れ
で
料
金
が
高
く
な
っ
た
場
合
は
、
修
理
し
て
か
ら
上
下
水
道
課
ま
で

減
免
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

減
免
の
対
象
と
な
る
漏
水

　

①　
災
害
に
よ
る
漏
水

　

②　
不
可
抗
力
に
よ
る
漏
水

　
　
　
（
壁
内
や
床
下
、
埋
設
管
な
ど
か
ら
の
発
見
し
に
く
い
漏
水
）

減
免
さ
れ
る
期
間　

１
カ
月
分

減
免
さ
れ
る
料
金　

漏
水
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
増
加
分
の
½  

申
請
書
類
な
ど　

費
用
減
免
申
請
書
、
漏
水
修
理
証
明
書

※
申
請
書
類
な
ど
は
、
上
下
水
道
課
に
あ
り
ま
す
。

　

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水
道
課　

上
水
道
担
当

　

☎
32-

９
２
４
１

　

IP
８-

32-

９
２
４
１

県
産
材
を
使
用
し
た
住
宅
建
築
に
補
助
し
ま
す
。

　

石
川
県
で
は
、県
産
材
の
良
さ
を
広
く
県
民
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、

「
い
し
か
わ
の
木
が
見
え
る
家
」
の
建
築
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

募
集
要
件

　

応
募
の
対
象
者
は
石
川
県
内
に
自
ら
居
住
す
る
た
め
に
、
左
記
の
す

べ
て
の
条
件
を
備
え
た
住
宅
（
注
文
・
建
売
）
を
購
入
す
る
人
、
も
し

く
は
増
改
築
す
る
人
。

　

１　
県
が
認
定
す
る
「
い
し
か
わ
の
木
が
見
え
る
家
づ
く
り
推
進
事
業

　
　

者
（
推
進
事
業
者
）」
が
建
築
す
る
住
宅
。

　

２　
推
進
事
業
者
が
提
案
す
る
「
い
し
か
わ
の
木
が
見
え
る
家
」
の
事

　
　

例
を
活
用
し
た
住
宅
。

　

３　
石
川
県
産
材
（
県
産
材
産
地
お
よ
び
合
法
木
材
証
明
書
の
添
付
）

　
　

を
５
㎥
以
上
使
用
し
た
住
宅
。

　

４　
延
べ
床
面
積
70
㎡
以
上
（
新

築
ま
た
は
新
築
住
宅
を
購
入
す
る

場
合
）

　

応
募
手
続
き
は
所
定
の
様
式
に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
中
能
登
農

林
事
務
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
様
式
は
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

　

な
お
助
成
金
額
は
１
戸
あ
た
り

10
万
円
で
す
。 

お
問
い
合
わ
せ
先　

中
能
登
農
林

総
合
事
務
所　

森
林
部

☎
０
７
６
７-

52-

６
６
０
０

℻
０
７
６
７-

52-

９
１
９
４

飼
い
主
の
責
任
で
す
。
犬
の
ふ
ん
は
必
ず
後
始
末
!!

　

犬
の
散
歩
中
の
ふ
ん
の
後
始
末
を
し
な
い
こ
と
で
、
近
所
の
人
や
歩

行
者
に
不
快
な
思
い
や
迷
惑
を
か
け
て
い
ま
す
。

　

何
も
持
た
ず
に
犬
を
散
歩
さ
せ
る
の
は
マ
ナ
ー
違
反
で
す
。
飼
い
犬

の
ふ
ん
の
始
末
は
、
飼
い
主
の
責
任
で
す
。

　

住
み
よ
い
き
れ
い
な
町
づ
く
り
の
た
め
に
、
犬
を
散
歩
さ
せ
て
い
る

と
き
は
マ
ナ
ー
を
守
り
、
ふ
ん
の
後
始
末
を
し
て
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先　

生
活
安
全
課　

生
活
環
境
担
当　

　

☎
32-

９
３
２
１

　

IP
８-

32-

９
３
２
１


